
4 2026年（令和8年）1月15日 対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例

担当
地区

地図の
番号

担当地域
（小学校区域） 担当委員名

町田町田
第一地区第一地区

① 町田第一小学校区域 石王好己／丸山朋子／森貞澄江／中村紀子／澁谷多可子／中光陽子／浅井幸太／池座小百
合／熊坂有美／鈴木寿和／岩﨑雪江／吉林聡
子／森山優子／満留末雄／馬場昭乃／中野マ
リ子／青山絵里子／内山千絵（主任児童委員）
／青木未奈（主任児童委員）

② 町田第二小学校区域

③ 町田第四小学校区域

町田町田
第二地区第二地区

④ 町田第三小学校区域 藤田英子／大澤あや子／熊沢久美／河原陽子
／鈴木裕美子／永山千絵／梅津千鶴子／鳥羽
さおり／東山由香理／加藤裕太郎／澤村加奈
子／高橋美子／高木功／大橋千佳子／小林由
美／北岡敏子／丹羽昭尋／井川愛／五十嵐知
江／清水栄美子／大嶋道子／赤池ルミ（主任児
童委員）／田村望世（主任児童委員）

⑤ 本町田ひなた小学校
区域

⑥ 町田第五小学校区域
⑦ 町田第六小学校区域
⑧ 南大谷小学校区域

南南
第一地区第一地区

⑨ 南第一小学校区域
水谷純奈／横田明／阿部優美子／種田弘美／
渋谷伸子／増田美智子／細野顯／松隈澄江／
内田晶子／園曽理加／石濱明美／德田紀美恵
／二川原陽一／細野清子／樋口恵／新谷珠穗
／平野克巳／森重恵子／橋本美恵子／井上由
美／青山浩光

⑩ 南第三小学校区域
⑪ 南第四小学校区域
⑫ 小川小学校区域
⑬ つくし野小学校区域
⑭ 南つくし野小学校区域
⑮ 鶴間小学校区域

南南
第二地区第二地区

⑯ 成瀬小学校区域 落合正／股木美智子／並木正子／多田美由紀
／村田親吾／井智子／鈴木志寿惠／杉﨑幸恵
／山垣淑子／遠山育子／泉谷奈々絵／安達聡
子／須﨑千代子／能登さつき／中安千里

⑰ 高ヶ坂小学校区域
⑱ 成瀬中央小学校区域
⑲ 成瀬台小学校区域

鶴川鶴川
第一地区第一地区

⑳ 鶴川第一小学校区域 東麻理／石川和子／上野静栄／淺利將男／吉
村由香利／鎌倉真由美／荻野淳子／植木邦子
／野口満男／神戸陽一／小出伸子（主任児童委
員）

㉑ 大蔵小学校区域
㉒ 藤の台小学校区域
㉓ 金井小学校区域

鶴川鶴川
第二地区第二地区

㉔ 鶴川第二小学校区域 榎本幸子／大森一志／岡田紀子／西村正嗣／丸
山克巳／江澤恵子／野村秀司／市川佳孝／㓛刀
みさほ／森部みどり／久松明美／岩渕一之／丸
谷知子／粟野みどり／飯島清子／矢澤美加栄／
奥薗登美子（主任児童委員）／吉井裕子（主任児
童委員）

㉕ 鶴川第三小学校区域
㉖ 鶴川第四小学校区域
㉗ 三輪小学校区域

担当
地区

地図の
番号

担当地域
（小学校区域） 担当委員名

忠生忠生
第一地区第一地区

㉘ 小山田小学校区域
田中節子／安藤栄子／髙橋玲子／大貫美津子
／佐藤早百合／猪子俊子／大木貴夫／岡村珠
穂／橋尾聖子／鈴木昌枝／秋元和宣／佐藤文
子／山尾宣子／鈴田久美子／米田眞弓／朝倉
寛喜（主任児童委員）／佐藤益江（主任児童委
員）

㉙ 小山田南小学校区域
㉚ 図師小学校区域
㉛ 忠生小学校区域
㉜ 山崎小学校区域

㉝
七国山小学校区域
（シーアイハイツ）

忠生忠生
第二地区第二地区

七国山小学校区域 齋藤隆雄／坂木一夫／川崎文子／高島広子／
江嶋充惠／岡庭智津子／藤田典子／渋谷みど
り／佐藤惠美子／新井光代／藤嶋善子／大村
統卓／佐久間由美子（主任児童委員）

㉞ 忠生第三小学校区域
㉟ 木曽境川小学校区域

堺地区堺地区

㊱ 小山小学校区域 安達恒三／池田美子／岡本道夫／蝦名真理／
萩原愛子／德井仁子／鯛有紀雄／峯田亮子／
藤原隆平／小宮由美／中島千賀子／吉野圭子
／山口恵美子／林崎恵子／澁谷世津子／髙橋
京子／西垣京子／神藤康作／岡村知子（主任児
童委員）

㊲ 小山中央小学校区域
㊳ 小山ヶ丘小学校区域
㊴ 相原小学校区域
㊵ 大戸小学校区域

問福祉総務課☎☎724－2537
　昨年12月1日に全国規模の一斉改選がありました。町田市でも新たに民生委員・児童委員が委嘱され、市内全域で活動しています。

  
 

 

40 39
38 37

36

28

29 30

31

20
26

25 24

27

21
223332

35
34 ❺

❹

❸ ❶ ❼

❻

❽ 19
18

17❷
10 16

11

❾
12 13

14

15

23

民生委員・児童委員
担当地域一覧 （2026年1月現在）

の一斉改選がありました民生委員・児童委員

民生委員による高齢者見守り訪問について
　今年度から、75歳以上の単身世帯で介護保険サービス未利用の
方を対象に、訪問を行います。
　また、介護保険のご相談や日常生活上の困り事については、地域
の総合相談窓口である「高齢者支援センター」や「あんしん相談室」
へお気軽にご相談ください。

問高齢者支援課☎☎724－2146

民生委員・児童委員の地区を再編しました
　今回の一斉改選から、担当地区を小学校区単位に改め、地区内
を複数名で担当する体制としました。それに伴い、定数がこれま
での257人から213人に変更となりました。
　担当地区についてご不明な点は、福祉総務課へお問い合わせ
ください。

民生委員・児童委員、主任児童委員とは
　民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された「民生委員」は、
児童福祉法により、「児童委員」を兼務しています。また、主任児童委
員は子どもの問題を専門に担当しています。任期は3年間です。

困ったときの相談相手
　民生委員・児童委員は、その地域の高齢者やお子さん、ご家族、体が
不自由な方、生活にお困りの方など、福祉に関する困り事があると
き、相談者の立場に立って親身にお話をお聞きします。

市役所などに相談したいときのパイプ役
　「困ったことがあるけれど、どこに相談したらいいのか分からな
い」。そんなとき、民生委員・児童委員が市役所などの窓口を紹介し、
必要な福祉サービスが受けられるようパイプ役となります。

さりげない見守り活動
　一人暮らしの高齢者の状況を把握したり、地域ネットワークの
一員として、さりげない見守りを実施し、住民の孤立・孤独化を防
ぐ活動を行っています。

関係機関と連携しています
　市役所や社会福祉協議会、高齢者支援センター、まちだ福祉○

まる

ご
とサポートセンター、児童相談所など専門の関係機関が協力して
対応します。

相談内容の秘密は守ります
　民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容を他人に漏ら
すことはありません。安心してご相談ください。

▲詳細はこちら


